
 

 

 

酒類等製造免許の移転許可の場合の審査項目一覧表 
 

 
酒税法 16条《製造場又は販売場の移転の許可》の規定による酒類等製造場移転許可申請については、次の項目について審査していま

す。 

審  査  項  目 該 当 条 項 等 

場

所

的 

要 

件 

９号関係：申請製造場が酒税の取締上不適当と認められる場所でないこと 

・酒税法 16条 

・法令解釈通達 

２編 16条１項 

 

申請製造場が、販売場又は酒場、料理店等と同一の場所でないこと 

 


